令和８年５月22日
各社会福祉法人　理事長　様
岸和田市･泉大津市･貝塚市･和泉市･高石市･忠岡町
広域事業者指導課長
　計算書類等及び財産目録等の届出について（依頼）
　平素は、本市町の福祉行政及び社会福祉法人制度の適切な運用へのご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
社会福祉法第５９条、同法施行規則第９条の規定により、社会福祉法人は毎年６月末までに、計算書類等及び財産目録等の所轄庁への届出が義務付けられています。各社会福祉法人におかれましては、法令等の規定に従い期限までに届出をお願いいたします。
届出内容等については下記のとおりです。なお、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」（以下、「電子開示システム」という。）への入力については、届出期限を遵守していただくため、事前準備をあらかじめ行い、時間的余裕をもって入力作業を行ってください。

記
	１
	届出書類
	［別紙１］の「◆１財務諸表等電子開示システムにより届け出る書類」

	２
	届出方法
	電子開示システムによる届出
・電子開示システムへのログインは下記のURLから行ってください。

≪社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡版URL≫

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/zaihyou/houjin/
　　　　　　　　　　　　　（関係通知等についても、こちらでご確認ください。）

	３
	法令に基づく
届出期限
	令和8年６月３０日（遵守してください）

	４
	公　　表
	社会福祉法第５９条の２の規定に基づき、電子開示システムにより届け出た書類のうち一部は公表されます。

	５
	その他
	広域事業者指導課ホームページにおいてもご案内しております。

≪計算書類等及び財産目録等の届出について≫

https://www.city.kishiwada.lg.jp/site/kouiki/genkyo.html



＜ 問い合わせ先 ＞


担　当　広域事業者指導課法人・児童福祉担当　山田・北村・藤本


電　話　０７２－４９３－６１３１


E-Mail  jshidou@city.kishiwada.lg.jp









